
建設業法違反事例について

令和５年度 建設業取引適正化推進期間における講習会

広島県 土木建築局 建設産業課 建設業Ｇ
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広島県の広島県の広島県の広島県の建設業法建設業法建設業法建設業法違反による行政処分件数違反による行政処分件数違反による行政処分件数違反による行政処分件数

平成17年度から平成30年度の処分件数 平均約８件

最近５年間（R1年度～R5上年度）の処分件数 平均約４件 ↓

令和４年度の処分件数 ４件

令和５年度 ９月末時点の処分件数 １件

行政処分件数は、減少傾向、令和４年度は４件、令和５年度上期は１件行政処

分を行った。

平成平成平成平成17171717年度から令和５年度（上期）までの行政処分件数の推移年度から令和５年度（上期）までの行政処分件数の推移年度から令和５年度（上期）までの行政処分件数の推移年度から令和５年度（上期）までの行政処分件数の推移
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広島県の建設業法広島県の建設業法広島県の建設業法広島県の建設業法違反の違反の違反の違反の内容内容内容内容

従来は労働安全衛生法違反による指示及び営業の停止が多数を占める。

近年は、廃棄物処理法違反、許可要件違反、刑法違反などである。
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広島県の建設業法広島県の建設業法広島県の建設業法広島県の建設業法違反内容の推移違反内容の推移違反内容の推移違反内容の推移

安全衛生法違反安全衛生法違反安全衛生法違反安全衛生法違反

83838383％％％％→→→→33333333％％％％

廃棄物処理法違反廃棄物処理法違反廃棄物処理法違反廃棄物処理法違反

0000％％％％→→→→24242424％％％％

刑法違反刑法違反刑法違反刑法違反

0000％％％％→→→→19191919％％％％

許可要件違反許可要件違反許可要件違反許可要件違反

７％７％７％７％→→→→19191919％％％％

減少した違反減少した違反減少した違反減少した違反

増加した違反増加した違反増加した違反増加した違反
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建設業法違反事例建設業法違反事例建設業法違反事例建設業法違反事例【【【【令和令和令和令和４４４４年度～令和年度～令和年度～令和年度～令和５５５５年度上期年度上期年度上期年度上期】】】】

【刑法違反】

３件発生、贈賄、公契約関係競売等妨害。

→これらの違反は長期の営業停止になり、社会的制裁も受けることを認識し

法令順守をお願いします。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反】

１件発生、産業廃棄物の不法投棄。

→同法の違反については、令和４年６月より処分が厳しくなっていることを

認識した上で、今までと同様に法令遵守をお願いします。

【許可要件違反】

１件発生、許可申請時に刑罰の申告なく欠格要件となっている。

→処分として営業許可取消となるため、許可申請時に十分に注意して下さい。

令和４年度～令和５年度上期は５件発生、建設業法第28条（指示及び営業の停止）、

29条（許可の取消し）に基づく行政処分を行った。

処分内容は広島県のホームページで公表しており、報道に情報提供している。。。。
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建設業法違反建設業法違反建設業法違反建設業法違反事例事例事例事例の傾向の傾向の傾向の傾向

令和４年度～ 令和５年度前半は、従来の労働安全衛生法違反に加え、刑法

違反や廃棄物処理法違反と内容が増えてきている。

刑法違反、特に談合・贈賄等は６０日～１年と長期間の営業停止となり、会社

の存続にも関わる。また、廃棄物処理法違反の監督処分は役員の場合が７日

以上から１５日以上に、それ以外の場合が３日以上から７日以上の営業停止処

分と厳しくなっている。

これまで以上に建設業法、関係法令の遵守にご協力これまで以上に建設業法、関係法令の遵守にご協力これまで以上に建設業法、関係法令の遵守にご協力これまで以上に建設業法、関係法令の遵守にご協力

よろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします。

６



参考
建設産業課ホームページ
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https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/93/1206083718262.html



廃棄物処理法違反に対する監督処分の厳罰化はすでに令和４年度に実施

済。

宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）が令和５年５ 月26日に

施行されたことに伴い監督処分の基準も同法違反について監督処分の対象

となった。

広島県建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準改正

参考

宅地造成及び特定盛土等規制法違反

役員等又は政令で定める使用人が懲

役刑に処せられた場合は１５日以上、

それ以外の場合で役職員が刑に処せ

られたときは７日以上の営業停止処分

を行うこととする。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/93/kantokush

obunkijunkaisei-20220601.html

建設産業課ホームページ
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